
航
空
総
隊
司
令
部
、
航
空
支
援
集
団
司
令
部
、
航
空
教
育
集
団
司
令
部
、
航
空
開
発
実
験
集
団
司
令
部
、
航
空
方
面
隊
司
令
部
、
航
空
混

成
団
司
令
部
及
び
航
空
団
司
令
部
組
織
規
則
及
び
標
準
的
な
官
職
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
参
照
条
文

○

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
抄
）

(

定
義)

第
三
十
条
の
二

こ
の
章
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
四

（
略
）

五

標
準
職
務
遂
行
能
力

自
衛
官
以
外
の
隊
員
に
つ
い
て
、
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
官
職
の
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
発
揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
能
力
と
し

て
防
衛
大
臣
が
内
閣
総
理
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
を
い
う
。

六
・
七

（
略
）

２

前
項
第
五
号
の
標
準
的
な
官
職
は
、
係
員
、
係
長
、
部
員
、
課
長
そ
の
他
の
官
職
と
し
、
職
制
上
の
段
階
及
び
職
務
の
種
類
に
応
じ
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
。

○

標
準
的
な
官
職
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
防
衛
省
令
第
九
号
）
（
抄
）

自
衛
隊
法
第
三
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
防
衛
省
令
で
定
め
る
標
準
的
な
官
職
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
職
務
の
種
類
及
び
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
部
局
又
は
機
関

等
に
存
す
る
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
職
制
上
の
段
階
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

職
務
の
種
類

部
局
又
は
機
関
等

職
制
上
の
段
階

標
準
的
な
官
職

一

二
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
に

掲
げ
る
職
務
以
外
の
職
務

十
四

航
空
団
、
航
空
警
戒
官
制
団
、

五
十
七

こ
の
項
第
二
欄
第
十
四
号
に

班
長

航
空
隊
、
航
空
警
戒
管
制
隊
、
輸
送

掲
げ
る
部
局
又
は
機
関
等
に
置
か
れ

航
空
隊
、
飛
行
教
育
団
、
航
空
教
育

る
司
令
部
又
は
群
の
所
掌
事
務
を
分

隊
及
び
飛
行
開
発
実
験
団

掌
す
る
班
の
長
の
属
す
る
職
制
上
の

段
階

五
十
八

こ
の
項
第
二
欄
第
十
四
号
に

係
長

掲
げ
る
部
局
又
は
機
関
等
に
置
か
れ

る
司
令
部
又
は
群
の
班
の
所
掌
事
務

を
分
掌
す
る
係
の
長
の
属
す
る
職
制

上
の
段
階

五
十
九

前
号
に
規
定
す
る
官
職
の
指

係
員

揮
監
督
を
受
け
る
官
職
の
属
す
る
職

制
上
の
段
階
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